
第６号議案 

 

蒲郡市手数料条例の一部改正について 

 

蒲郡市手数料条例の一部を改正する条例を、次のように制定するものとする。 

 

平成２６年２月２１日提出 

 

蒲郡市長  稲 葉 正 吉 

 

蒲郡市手数料条例の一部を改正する条例 

 

別紙のとおり 

 

提案理由 

地方公共団体の手数料の標準に関する政令の改正に伴い、所要の改正を行うため

提案する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



蒲郡市手数料条例の一部を改正する条例 

 

蒲郡市手数料条例（昭和２９年蒲郡市条例第３号）の一部を次のように改正する。 

別表消防法（昭和２３年法律第１８６号）関係の手数料の表２の項中「９万１，

０００円」を「９万２，０００円」に改め、同表３の項中「８２万円」を「８３万

円」に、「９９万円」を「１０１万円」に、「１１０万円」を「１１２万円」に、「１

４０万円」を「１４２万円」に、「１６４万円」を「１６６万円」に、「３８５万円」

を「３８８万円」に、「５０９万円」を「５１０万円」に、「１１２万円」を「１１

３万円」に、「１３３万円」を「１３４万円」に、「１４８万円」を「１５０万円」

に、「２１２万円」を「２１４万円」に、「４３３万円」を「４３５万円」に改め、

同表４の項中「９万１，０００円」を「９万２，０００円」に改め、同表１５の項

中「９５万円」を「９９万円」に、「１６５万円」を「１７２万円」に、「３１８万

円」を「３３２万円」に、「３８９万円」を「４０６万円」に、「４４５万円」を「４

６５万円」に改め、同表１７の項中「４１万円」を「４３万円」に、「９２万円」を

「９６万円」に、「１１６万円」を「１２１万円」に、「２８３万円」を「２９５万

円」に、「３４７万円」を「３６２万円」に、「４００万円」を「４１７万円」に改

める。 

附 則 

この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 


